
「３・１朝鮮独立運動 101 周年東京集会・アクション―植民地支配の反省を！東北アジアに非核・平和を！」（文京区民センター）2020 年 2 月 28 日 

東アジア共有財産としての韓国大法院「徴用工裁判判決」 
吉澤文寿 

 
１．韓国大法院「徴用工」判決から 1 年―その意味を改めて考える 
 ・「日本政府の韓半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の遂行に直結し

た日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対

する慰謝料請求権」を認定し、賠償支払を命じた。 

→１：植民地支配（そして侵略戦争）の不法性、原告に対する日本企業の反人道

的な不法行為の認定 

 ２：加害者である日本企業に対する被害者の原告の個人請求権の認定 

 ３：これらが日韓請求権協定によって解決されていないことの確認→韓国政

府の外交保護権も存続 

 
２．日本政府の責任回避―「日韓」問題へのすり替え、後退する歴史認識 
・日本企業と被害者との問題を、「無法な韓国政府」に責任転嫁。企業も追随。 

・「旧朝鮮半島出身労働者問題」？―朝鮮人戦時強制動員とは何か。 

・韓国政府が個人補償を拒否した？―日韓会談文書の正しく読むために。 

 ※「対韓経済技術協力に関する予算措置について」（1960 年 7 月 22 日、北

東アジア課）の元文書が開示決定されましたので、ご紹介します。 

 
３．「徴用工」判決は日韓市民連帯の成果 
・21 世紀になっても、被害者の訴えが認められてこなかった。日韓両国の市民

が被害者を支えて、戦後補償要求運動を推進した。 

・韓国政府は 2005 年の日韓会談関連文書公開により請求権協定で解決されな

い問題の存在を確認。 

・2012 年 5 月の大法院判決で、「徴用工」被害者の損害賠償請求権を認める。 

・これから行われるべき日朝国交正常化交渉でも考慮されるべき判決となった。 

 
４．日韓市民の連帯、そして日本と南北朝鮮の市民たちが作る平和への展望を

語ろう。 
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【資料 1】日韓共同声明（1965 年 2 月 20 日） 

 

李〔東元〕外務部長官は過去のある期間に両国民間に不幸な関係があったために生まれた、韓国民

の対日感情について説明した。椎名〔悦三郎〕外務大臣は李外務部長官の発言に留意し、このような

過去の関係は遺憾であって、深く反省していると述べた 

 

【資料２】日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約（日韓基本条約）  

 

 日本国及び大韓民国は、両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基

づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望を考慮し、両国の相互の福祉及び共通の利益の増進の

ため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力す

ることが重要であることを認め、一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国と

の平和条約の関係規定及び一九四八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号

（III）を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として

次のとおり任命した。 

 

  日本国    日本国外務大臣     椎名悦三郎 

                     高杉晋一 

  大韓民国   大韓民国外務部長官   李東元 

  大韓民国   特命全権大使      金東祚 

 

 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の

諸条を協定した。 

 

第一条【外交・領事関係の開設】  両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は、大使

の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意さ

れる場所に領事館を設置する。 

第二条【旧条約の無効】  千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結された

すべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。 

第三条【大韓民国政府の地位】  大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号（III）に明らかに

示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。 

第四条【国連憲章の原則】  

（ａ）  両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。 

（ｂ） 両締約国は、その相互の福祉及び共通の利益を増進するに当たつて、国際連合憲章の原則に

適合して協力するものとする。 

第五条【通商交渉の開始】  両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ、友

好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉を実行可能な限り速やかに開始す

るものとする。 

第六条【民間航空交渉の開始】  両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実

行可能な限り速やかに開始するものとする。 
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第七条【批准・効力発生】  この条約は、批准されなければならない。批准書は、できるだけ速やか

にソウルで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 

 

 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。 

 一九六五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語、韓国語及び英語により本書二通を

作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。  

 

日本国のために       椎名悦三郎   高杉晋一  

大韓民国のために      李東元     金東祚 

 

【資料３】日韓財産及び請求権の解決と経済協力に関する協定（日韓請求権協定） 

 

 日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問

題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して、次のとおり協定した。 

 

第１条 

１ 日本国は，大韓民国に対し， 

（ａ）現在において千八十億円（一◯八，◯◯◯，◯◯◯，◯◯◯円）に換算される三億合衆国ドル

（三◯◯，◯◯◯，◯◯◯ドル）に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を，こ

の協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及

び役務の供与は，現在において百八億円（一◯，八◯◯，◯◯◯，◯◯◯円）に換算される三千万合

衆国ドル（三◯，◯◯◯，◯◯◯ドル）に等しい円の額を限度とし，各年における供与がこの額に達

しなかつたときは，その残額は，次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし，各年の供与の

限度額は，両締約国政府の合意により増額されることができる。 

（ｂ）現在において七百二十億円（七二，◯◯◯，◯◯◯，◯◯◯円）に換算される二億合衆国ドル

（二◯◯，◯◯◯，◯◯◯ドル）に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで，大韓民国政府

が要請し，かつ，３の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国

の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十

年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは，日本国の海外経済協力基金により行なわれる

ものとし，日本国政府は，同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資

金を確保することができるように，必要な措置を執るものとする。 

 前記の供与及び貸付けは，大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。 

２ 両締約国政府は，この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間

の協議機関として，両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。 

３ 両締約国政府は，この条の規定の実施のため，必要な取極を締結するものとする。 

 

第２条 

１ 両締約国は，両締約国及びその国民（法人を含む。）の財産，権利及び利益並びに両締約国及び

その国民の間の請求権に関する問題が，千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名され

た日本国との平和条約第四条（ａ）に規定されたものを含めて，完全かつ最終的に解決されたことと
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なることを確認する（以下略）。 

２ この条の規定は、次のもの（この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の

対象となつたものを除く。）に影響を及ぼすものではない。 

（ａ）一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締

約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益 

 

（ｂ）一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後にお

ける通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの 

３ ２の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこ

の協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国

民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくもの

に関しては、いかなる主張もすることができないものとする。 

 

第３条 

１ この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するもの

とする。 

２ １の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約

国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する

各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意す

る第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲

裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲

裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。 

３ いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委

員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそ

れぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議によ

り決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。 

４ 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。 

 

第４条 

 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるも

のとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 

 

 以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。 

 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作

成した。 

日本国のために     大韓民国のために 

椎名悦三郎       李東元 

高杉晋一        金東祚 

 

 



- 5 - 

【資料４】日韓請求権協定合意議事録（1）（抄録） 

 

２ 協定第 2 条に関し、 

 

（ａ）「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の

実体的権利をいうことが了解された。 

（ｇ）同条１にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益

並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側から提出された「韓

国の対日請求要綱」（いわゆる八項目）の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがつて、

同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなることが確認された。 

 

【資料５】日朝平壌宣言（2002 年 9 月 17 日） 

 

 小泉純一郎日本国総理大臣と金正日朝鮮民主主義人民共和国国防委員長は、2002 年 9 月 17 日、平

壌で出会い会談を行った。 

 両首脳は、日朝間の不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、実りある政治、経済、文化的関係を

樹立することが、双方の基本利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与するものとな

るとの共通の認識を確認した。  

 

1．双方は、この宣言に示された精神及び基本原則に従い、国交正常化を早期に実現させるため、あ

らゆる努力を傾注することとし、そのために 2002 年 10 月中に日朝国交正常化交渉を再開すること

とした。 

 双方は、相互の信頼関係に基づき、国交正常化の実現に至る過程においても、日朝間に存在する諸

問題に誠意をもって取り組む強い決意を表明した。  

 

2．日本側は、過去の植民地支配によって、朝鮮の人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事

実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明した。 

 双方は、日本側が朝鮮民主主義人民共和国側に対して、国交正常化の後、双方が適切と考える期間

にわたり、無償資金協力、低金利の長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力

を実施し、また、民間経済活動を支援する見地から国際協力銀行等による融資、信用供与等が実施さ

れることが、この宣言の精神に合致するとの基本認識の下、国交正常化交渉において、経済協力の具

体的な規模と内容を誠実に協議することとした。 

 双方は、国交正常化を実現するにあたっては、1945 年 8 月 15 日以前に生じた事由に基づく両国及

びその国民のすべての財産及び請求権を相互に放棄するとの基本原則に従い、国交正常化交渉におい

てこれを具体的に協議することとした。 

 双方は、在日朝鮮人の地位に関する問題及び文化財の問題については、国交正常化交渉において誠

実に協議することとした。  

 

3．双方は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認した。また、日本国民

の生命と安全にかかわる懸案問題については、朝鮮民主主義人民共和国側は、日朝が不正常な関係に
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ある中で生じたこのような遺憾な問題が今後再び生じることがないよう適切な措置をとることを確認

した。  

 

4．双方は、北東アジア地域の平和と安定を維持、強化するため、互いに協力していくことを確認し

た。 

 双方は、この地域の関係各国の間に、相互の信頼に基づく協力関係が構築されることの重要性を確

認するとともに、この地域の関係国間の関係が正常化されるにつれ、地域の信頼醸成を図るための枠

組みを整備していくことが重要であるとの認識を一にした。 

 双方は、朝鮮半島の核問題の包括的な解決のため、関連するすべての国際的合意を遵守することを

確認した。また、双方は、核問題及びミサイル問題を含む安全保障上の諸問題に関し、関係諸国間の

対話を促進し、問題解決を図ることの必要性を確認した。 

 朝鮮民主主義人民共和国側は、この宣言の精神に従い、ミサイル発射のモラトリアムを 2003 年以

降も更に延長していく意向を表明した。  

 

 双方は、安全保障にかかわる問題について協議を行っていくこととした。  

 

日本国総理大臣 

小泉純一郎    

 

朝鮮民主主義人民共和国 

国防委員会委員長 

金正日  

 

2002 年 9 月 17 日 

平壌 



2018.11.29 名古屋勤労挺身隊事件大法院判決 
（速報訳:翻訳者 河井章子 伊地知紀子、張界満、山本晴太） 

 
大  法  院 

第 2 部 
判   決 

 

事件 2015 年다 45420 損害賠償（기） 

原告、被上告人 別紙原告目録記載のとおり 

原告ら訴訟代理人法務法人 イウス 

担当弁護士 イ・ソンスク、キム・ジョンホ、カン・ブウォン 

法務法人 21世紀総合法律事務所 

担当弁護士 チェ・モク 

法務法人ヘマル 

担当弁護士 フン・ジウン キム・ジョンヒ 

法務法人 ピッコウル総合法律事務所 

担当弁護士 キム・サンフン 

法務法人 カヒョン 

担当弁護士 チェ・ソンヒ 

法務法人 法家 

担当弁護士 キム・ジョンウ 

法務法人 サン 

担当弁護士 チョン・タウン 

法務法人 コンカム 

担当弁護士 イ・サンカプ 

弁護士 オ・テハン、チョン・インギ、ソ・ビョンソン、キム・

ヒョンム、パク・ジヒョン、フン・ヒョンス、イ・ソア、パク・

インドン、イム・テホ、イ・ソンスク、ムン・ヨンゴン 

被告、上告人  三菱重工業株式会社 

日本国東京都港区港南２－１６－５ 

代表取締役 宮永俊一 

訴訟代理人弁護士 キム・ヨンガプ、イ・ジェホ、チョ・クィジャン 

原審判決  光州高等法院 2015年 6月 24日宣告 2013나 5441判決 

判決宣告  2018年 11月 29 日 

主文 

上告を全て棄却する。 



訴訟費用は被告の負担とする。 

 

理由 

上告理由を判断する。 

１.上告理由第１点について 

原審は判示の理由を挙げ、亡金淳禮
キ ム スン ネ

、亡金福禮
キ ム ポン ネ

と原告梁
ヤン

錦
クム

徳
トク

、原告李
イ

東連
トンニョン

、朴
パク

海
ヘ

玉
オク

、金性
キムソン

珠
ジュ

（以下これらを併せて「原告ら」という）を労役に従事させた旧三菱重工業が日本国の

法律の定めるところに従い解散し、その判示の「第２会社」が設立された後に吸収合併の

過程を経て被告に変更される等の手続を経たとしても、原告らは旧三菱重工業に対する本

件請求権を被告に対しても行使することができると判断した。 

このような原審の判断に上告理由の主張のような外国法適用に於ける公序良俗違反の成

否に関する法理を誤解する等の違反はない。 

２．上告理由 第２点について 

 原審はその判示のような理由を挙げ、原告らが本件訴訟に先立ち日本で被告に対して訴

訟を提起し、本件日本判決で敗訴が確定したとはいえ、本件日本判決が日本による韓半島

と韓国人に対する植民支配が合法だという規範的認識を前提としており、日帝の「国家総

動員法」と「国民徴用令」「女子勤労挺身令」を韓半島と原告らに対して適用することが有

効であると評価した以上、このような判決理由が含まれる本件日本判決をそのまま承認す

ることは大韓民国の善良な風俗やその他の社会秩序に反するものであり、従って我が国で

本件日本判決を承認し、その効力を認めることはできないと判断した。 

原審のこのような判断に上告理由の主張のような外国判決承認の要件としての公序良俗

違反に関する法理を誤解する等の誤りはない。 

3.上告理由第 3点について 

原審は請求権協定によって原告らの被告に対する本件損害賠償請求権が消滅したかにつ

いて、判示のような理由を挙げて、原告らの損害賠償請求権は日本政府の韓半島に対する

不法な植民支配および侵略戦争の実行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提とす

る強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるという前提の下に、このような

慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれるとは認められないと判断した。 

原審のこのような判断に、上告理由主張のような請求権協定の適用対象および効力に関

する法理を誤解するなどの誤りはない。 

一方被告はこの部分の上告理由で、上記のような慰謝料請求権が請求権協定の適用対象

に含まれるという前提の下に、請求権協定で放棄された権利が国家の外交的保護権に限定

して放棄されたのではなく個人請求権自体が放棄(消滅)されたものであるという趣旨の主

張もしているが、この部分は原審の仮定的判断に関するものであって、更に検討するまで

もなく受け入れることができない。 

4. 上告理由第 4点について 



原審はその判示のような理由により、被告が消滅時効の完成を主張し、原告らに対する

債務の履行を拒絶することは著しく不当で信義誠実の原則に反する権利濫用として許容さ

れないと判断した。 

被告による消滅時効完成の主張を採用しなかった原審の結論は是認できる。そこには上

告理由で主張するような、消滅時効に関する法理を誤解し判決結果に影響を及ぼす誤りは

ない。 

5.上告理由第 5点について 

原審は判示のような理由を挙げ、原告が大韓民国から死亡慰労金、慰労金または医療支

援金を受領して判示「支払請求書の第 3 項」のような内容の約定をしたことにつき、上記

約定が日帝強占期国外強制動員に関する国家に対する権利を放棄する内容であるとしても、

これをもって原告らの被告に対する損害賠償請求権まで放棄したとは認めがたいと判断し

た。 

原審のこのような判断に上告理由主張のような太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者等支

援に関する法律による権利放棄約定の効力に関する法理を誤解するなどの誤りはない。 

６．上告理由第６点について 

不法行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料の金額については、事実審の裁判所

が諸般の事情を参酌し、その職権に属する裁量によってこれを確定することができる（大

法院 1999年 4月 23日宣告 ９８다４１３７７判決など参照）。  

原審はその判示のような理由で原告らに対する慰謝料を判示金額に定めた。原審判決の

理由を記録に照らし検討すれば、この部分の判断に上告理由の主張のような慰謝料の算定

における著しく相当性を欠くなどの違法はない。  

 

７ 結論 

よって上告をすべて棄却し、上告費用は敗訴者が負担することとして主文の通り判決す

る。 

 

裁判長 大法官 盧貞姫 

大法官 朴商玉 

主審  大法官 趙載淵 
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【日韓会談の経緯】1 
 
 1945 年 8 月 14 日の日本敗戦／朝鮮解放の後、日本は連合国軍最高司令官総司令部

（GHQ/SCAP）によって占領された。一方、朝鮮は米ソ両軍による南北分割占領を経て、

統一政府樹立に失敗し、1948 年 8 月に大韓民国政府、同年 9 月に朝鮮民主主義人民共和国

政府が成立した。1951 年 9 月 8 日に日本との平和条約（対日講和条約）が調印され、同条

約発効による日本独立が約束された。 
 日韓会談は対日講和条約調印後の 1951 年 10 月 20 日から、米国の斡旋により予備会談

が始まり、在日朝鮮人の法的地位、基本関係、請求権（後に文化財が別途議題化された）、

漁業、船舶という議題を確定させた。この頃はまだ朝鮮戦争が継続しており、「国連軍」の

名の下に、日本の基地から米軍が発進していた。1952 年 2 月 15 日から本会談（第 1 次会

談）が始まるが、この日程は台湾の中華民国との講和交渉とともに、日本が東アジアにおけ

る反共体制の拠点として、中華民国および大韓民国との国交を樹立させることを目指すも

のであった。 
 しかしながら、日韓会談は請求権および漁業問題で紛糾した。請求権交渉では、韓国側が

「韓日間財産および請求権協定要綱」（いわゆる対日請求 8 項目）を提示したのに対し、日

本側は在朝日本人私有財産に対する請求権を主張した。対日講和条約第 4 条 b 項にあると

おり、南朝鮮を占領した米軍政府による日本人財産の処理の効力について、日本は承認して

いた。それにもかかわらず、日本側がこの主張をしたため、韓国側は大いに反発した。 
 漁業交渉は日韓漁業が競合する海域における操業について取り決めるものであった。だ

が、日本側はもっぱら 1952 年 1 月 18 日に韓国政府が設定した「平和線」（いわゆる「李承

晩ライン」）の撤廃を訴え続けた。基本関係、在日朝鮮人の法的地位などで合意線が見えて

いたものの、結局、日韓会談が 4 月 24 日に決裂したことにより、4 月 28 日の日本独立前

に日韓国交正常化を実現させる試みは失敗した。 
 その後、約 1 年間の「冷却期間」を置き、日韓会談が再開したのは 1953 年 4 月 15 日か

らであった（第 2 次会談）。請求権交渉では双方の主張に対する実質的な議論が行われ、漁

業交渉では漁業資源をめぐって議論された。7 月 27 日の朝鮮戦争休戦に伴って一旦休会し、

10 月 6 日より会談が開かれた（第 3 次会談）。この会談で行った日本側代表の久保田貫一

郎外務省参与による発言は、日韓会談を 4 年半も中断させる原因となった。 
 すなわち、10 月 15 日の請求権委員会で久保田はカイロ宣言にある「韓国人の奴隷状態」

という表現が連合国の戦時中の興奮状態で書かれたものであるとか、朝鮮における鉄道や

港の建設、農地醸成などのために日本から多額の資金を持ち出したなどと述べ、日本の植民

地支配が朝鮮人に恩恵を与えたことを強調した。韓国側はこの「久保田発言」に激怒し、日

本側にこの発言の取り消しを求めた。しかし、日本側がこれに応じなかったことで、会談は

完全に決裂してしまった 2。 
 この後、日韓関係は非常に険悪となった。韓国政府が「李承晩ライン」侵犯を理由に日本
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漁船を相次いで拿捕すると、日本の国会では「李承晩ライン」海域に自衛隊を出動させるか

どうかが論じられた。また、竹島／独島をめぐる領有権をめぐる口上書が日韓両国政府間を

何度も往復した。さらに、日本政府は出入国管理令を適用して法的地位が未確定な在日朝鮮

人を強制退去させようとすると、韓国側はこれに反発した。 
 1957 年 12 月 31 日の日韓共同宣言により、日本側は「久保田発言」と在朝日本人財産に

対する請求権を撤回した。これにより、日韓会談は 1958 年 4 月 15 日に再開された（第 4
次会談）。日韓会談再開にあたっては、米国からの働きかけとともに、対米自立を掲げ、韓

国を含む対アジア外交に積極的な岸信介政権の成立、そして「平和攻勢」としての対日関係

改善を目指す朝鮮民主主義人民共和国の動きに対抗する韓国の李承晩政権の意図がある。 
 しかし、この年から在日朝鮮人の朝鮮民主主義人民共和国への帰国問題が浮上し、1959
年 12 月 14 日に帰国船第一便が新潟を出発した。この間、韓国政府がこの阻止を最優先し

たため、日韓会談は実質的に進展することなく、1960 年に韓国で「４・19 革命」が起こる

と、4 度目の中断を迎えた。 
 韓国では李承晩政権が崩壊し、張勉政権が成立すると、対日関係改善を掲げた。日本では

安保闘争によって倒れた岸政権に代わり、池田勇人政権が成立する。この頃、米国の財政悪

化に伴う対韓援助削減が進行する一方で、朝鮮民主主義人民共和国の復興は比較的順調で

あった。1960 年 10 月 25 日から日韓会談が再開されると（第 5 次会談）、日本、韓国、そ

して米国は韓国の経済復興のために会談の早期妥結を目指した。1961 年 5 月 16 日に韓国

で軍事クーデターが発生したことにより、会談は 5 度目の中断となった。だが、その後韓国

で成立した朴正煕政権は、張勉政権の対日政策を継承しつつ、日韓会談の早期妥結にいっそ

う熱意を持って取り組んだ。 
日韓会談（第 6 次会談）が 1961 年 10 月 20 日に再開されると、外務官僚による実務者

討議と平行して、高位級政治会談が断続的に行われた。1961 年 11 月 12 日の日韓首脳会談

はその嚆矢である。とくに日韓会談の最大の懸案だった請求権問題が優先的に議論され、

1962 年 10 月 20 日および 11 月 12 日の大平正芳外相と金鍾泌韓国中央情報部長との会談

により、日本が無償 3 億ドル、有償 2 億ドル、民間借款 1 億ドル以上の対韓経済協力を行

うという合意線が確認された。これにより、請求権問題が大きく進展する一方で、被徴用朝

鮮人の未払金、朝鮮人軍人・軍属の恩給等を含む韓国側の対日請求権についての実質的な討

議は約 1 年で打ち切られてしまった。この討議の中で、日本軍「慰安婦」や朝鮮人被爆者ら

の被害については一切取り上げられなかった。その後、漁業問題が重点的に議論され、「李

承晩ライン」撤廃を前提とする操業条件の妥結が少しずつ見えてきた。 
 しかしながら、日韓会談の妥結内容が明らかになると、日韓両国で激しい反対運動が起こ

った。とくに、韓国政府は国際共産主義勢力との対決を全面に掲げて日韓国交正常化の意義

を強調したが、多くの国民が日韓会談を「対日低姿勢」「屈辱外交」と見なした。韓国の反

対運動は漁民の生活と国土を守るラインとして意識された「平和線」撤廃に反対し、日本資

本と提携しようとする国内資本家を糾弾し、日韓会談に介入する米国に抗議した。この運動
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が反政府運動に転化した結果、1964 年 6 月 3 日に韓国政府は戒厳令を宣布し、これを鎮圧

する事態に至った。こうして、日韓会談は 6 度中断したのである（※）。 
（※）韓国の反対運動が主張したことは次の 3 点である。第一に、李ライン撤廃反対である。日本では

このラインが反韓感情を煽っていたのに対し、韓国では日本の漁業資本や技術に対抗し、漁民の生活と

国土を守るラインであると意識されていた。第二に、「民族反逆的韓日会談」を推進している朴正熙政権

と、日本資本と提携しようとしている国内資本家に対する糾弾である。そして第三に、日韓会談に介入

する米国への抗議である。韓国の反対運動は、韓国への経済進出を図る日本を警戒したことはもちろん

だが、「屈辱外交」たる日韓会談を推進しているのは朴正熙政権であり、米国であると見なしていた。 

 しかし、後述の通り、日本では韓国の反対運動の「反日」ばかりが注目された。李ライン問題ととも

に、韓国の反対運動は、日本の世論、そして日韓会談を追及する野党勢力によって、上記のように正し

く理解されたのかどうか疑わしかった。当時、日韓会談反対運動に取り組んでいた吉岡吉典の論集 3を

読むと、隣国で意志を同じくする人びとが、日本で誤解と偏見にさらされている状況に強い問題を感じ

ていたことがわかる。 

 1964 年 8 月 2 日のトンキン湾事件をきっかけに米国がベトナム戦争に本格的に介入する

と、韓国がこれを支援するために軍隊派遣を検討し始めた。また、1964 年 11 月 9 日には

首相の病気を理由に総辞職した池田内閣に代わり、佐藤栄作内閣が成立した。1964 年 12 月

3 日に日韓会談が再開すると（第 7 次会談）、いよいよ妥結に向けて加速した。 
 1965 年 1 月 7 日に外務省記者クラブで、日本側首席代表の高杉晋一三菱電機株式会社相

談役が「日本は朝鮮を支配したというが、わが国はいいことをしようとした」、「創氏改名も

よかった」などと発言したことが問題となった 4。しかし、「久保田発言」とは異なり、日韓

の外務官僚が緊密に連携し、この発言のもみ消しを図った。 
 1965 年 2 月 20 日に、ソウルで日韓基本条約仮調印が行われた。同条約第 2 条の「千九

百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協

定は、もはや無効であることが確認される」という旧条約無効確認条項および第 3 条の「大

韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号（III）に明らかに示されているとおりの朝

鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される」という韓国政府唯一合法条項は仮

調印前夜に清雲閣という料亭で、椎名悦三郎外相と李東元外相が討議して最終的に決定し

たものであり、現在までこの会合に関する議事録の所在が確認されていない。 
 1965 年 4 月 3 日には、請求権、漁業、在日朝鮮人の法的地位についての合意内容の仮調

印が行われた。とくに請求権問題については、「桑港平和条約第四条に規定されているもの

を含めて完全かつ最終的に解決されたことになる」という文言が含まれた。また、文化財に

ついても、「日韓間の文化財問題の解決および文化協力の増進に関連し、品目その他につき

協議の上日本国より韓国に対し韓国文化財を引渡す」とされた 5。そして、在日朝鮮人の法

的地位については、「韓国籍」として登録した者のみ永住許可が認められ、法的地位が何ら

改善されない「朝鮮籍」登録者との差別化が明確となった。 
 その後、日韓諸条約の条文化作業が進み、1965 年 6 月 22 日に日韓基本条約および諸協
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定の調印が行われた。なお、日本側が最後まで竹島／独島領有権問題の議題化を要求した経

緯があり、同日に「日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文」が取り交わさ

れた。ただし、日本側がこの「紛争」に竹島／独島領有権問題が含まれるとしているのに対

し、韓国側はその見解を否定している。 
 日韓両国の批准国会はいずれも野党の強い反対に直面した。韓国では 8 月 11 日に特別委

員会で政府および与党の民主共和党が抜き打ち的に批准同議案を通過させ、14 日の本会議

で与党のみが出席し、批准同議案を可決、成立させた。日本では日本社会党、日本共産党ら

が安保闘争以来の動員で反対運動を繰り広げたが、11 月 6 日の衆議院特別委員会、12 日の

衆議院本会議、12 月 4 日の参議院特別委員会、11 日の参議院本会議で強行採決が行われ、

批准案が成立した。そして、12 月 18 日にソウルで批准書の交換が行われた。 
 このとき日本の反対運動は、日韓基本条約が何よりもアメリカ帝国主義の下でアジア人

をしてアジア人と戦わせようとする反共軍事同盟であると主張した。一方、政府および与党

の自由民主党は「当り前でない状態を当り前の状態に直す」とか、「両国間の壊れた橋を作

り直す」と宣伝し、日韓会談の意義や要点を強調しないように努めた 6。当時の日本の世論

の多くは、日韓国交正常化に無関心か、その是非を判断できなかった。それどころか、日本

の反対運動は、日韓会談を「屈辱外交」であると指弾する韓国世論の「反日」を強調したり、

日本外交の対韓譲歩を批判したりして、より強硬な外交を求めることもあった。日本の交渉

当事者もさることながら、日本の世論もまた戦争および植民地支配による責任の問題や在

日朝鮮人の法的地位や処遇について意識していたとは言い難かった 7。 
 なお、朝鮮民主主義人民共和国は一貫して日韓国交正常化に反対した。日韓諸条約締結翌

日の 1965 年 6 月 23 日には、「今度の『韓日会談』で朴正煕徒党と日本政府間に締結された

『条約』と『協定』が無効であることを厳粛に宣言する」という声明を発表した。また、中

華人民共和国政府も 1965 年 6 月 26 日に日韓諸条約を認めないとする声明を発表した。 

1 日韓会談の経緯について簡潔に整理した文献として、拙稿「日韓条約 10 問 10 答」（『歴

史地理教育』第 835 号、2015 年 6 月）、そして拙著『日韓会談 1965 戦後日韓関係の原

点を検証する』（高文研、2015 年）の第 1 章「日韓諸条約はこうして結ばれた」などがあ

る。 
2 東郷和彦、波多野澄雄編『歴史問題ハンドブック』岩波書店、2015 年、55 頁。 
3 吉岡吉典『日韓基本条約が置き去りにしたもの 植民地責任と真の友好』（大月書店、

2014 年）。 
4 「36 年間の朝鮮統治を謝罪することはできない 高杉発言の詳報」（『アカハタ』1965
年 1 月 21 日付）。 
5 『国際問題』第 62 号、1965 年 5 月、58～65 頁。 
6 「日韓国交正常化に関する国内 PR 方針（案）」２頁（日本政府開示文書、文書番号

1344、「日韓国交正常化 PR に関し自民党との調整に関する件」1962 年 11 月 7 日、官房

総務参事官）。 
7 日本における日韓会談反対運動の問題点を内省的に批判した論考としては、旗田巍『日

本人の朝鮮観』勁草書房、1969 年）、前掲吉岡吉典『日韓基本条約が置き去りにしたも

の』などがある。 
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